
■ １ 整備方針 
   平成２８年度については、次のとおり募集を行う。 

■ ２ 理由 
    子ども・子育て支援推進計画における確保方策に基づき、特に待機児童数の多い３号認定子ども 
   （３歳未満で保育を必要とする児童）の待機児童解消のため、整備を図るものとする。 

区  分 整備内容 募集数 予算措置時期 

（１） 幼稚園から認定こども園への移行 増改築等 ２程度 ２９年度当初 

（２） 幼保連携型認定こども園又は保育所 
①創設 ４ ２８年度１２月補正 

②増築・分園整備 ４ ２９年度当初 

Ｈ２７．３ Ｈ２７．４ Ｈ２７．１０ Ｈ２８．１ 

新制度基準 
（求職等で要件が低い者を含む。） 

５３３ １２９ ３９３ ５０１ 

Ｈ２６年度までの基準 
（要件が高い者の待機） 

５７ ２５ － － 

入所児童数 ９，３６６ ８，８５３ ９，３００ ９，３６８ 

計画における待機児童見込 
（３号認定子ども（３歳未満）のみ生じている） 

― （Ｈ２７年度）５４４ 

○ 待機児童の状況 単位：人 

     【募集対象法人：社会福祉法人及び学校法人 （設立予定者含む。）】 
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計 画 公募による整備等 

２８、２９年度 
２８、２９年度
自己資金 
での整備 

２９年度 
２７公募  ・ 
２８整備分 

３０年度 
２８公募  ・ 
２９整備分 

合 計 

認定こども園への移行等 
７園 ２園 ４園 ２園 ８園 

２２９ ４２ １８８ ４０ ２７０ 

保育所等の創設等 

創設５園 
増築等５園 

創設１園 
増築等１園 

創設４園 
増築等４園 

創設５園 
増築等５園 

３７５ ０ ６６ ２６０ ３２６ 

合 計 ６０４ ４２ ２５４ ３００ ５９６ 

単位：人 
○ 計画と公募予定（３号認定子ども分） 

   
    （１） 幼稚園から認定こども園への移行に伴う増改築 
          ３号認定子どもの定員２０人以上の増を伴う増改築等   ２件程度 
 
    （２） 幼保連携型認定こども園又は保育所の創設等 
       ① ３号認定子どもの定員を３０人以上設定する創設      ４件 
            ※ 都心地区、中部地区に限る 
 

        ② ３号認定子どもの定員２５人以上の増を伴う増築又は分園の整備   ４件 
           ※ 整備地区に優先度を付ける 
               （ 都心・中部 ＞ 西部南 ＞ その他の地区 ）        
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今後のスケジュール 
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２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

保育所等の
創設 

認定こども園
への移行 
 
保育所等の 
増築・分園 

事業開始 施設整備 

施設整備 

公 募 

  ★    
予算措置
12月補正 

  ★    
支援会議
部会 

  ★        
社会福祉施設整
備等審査会採択 

事業開始 

☆ 

予算措置    

29当初  

☆        
社会福祉施設整
備等審査会採択 


